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整骨院・接骨院のかかり方
整骨院等では
すべての施術に
健康保険が使える

〇×どっち？

治療のための
施術だったら

〇でしょ。

どっちが正解？

解説
　病院等の保険医療機関では、医師は問診、レントゲン撮影や血液検査などを行ったうえで、注射や薬、
手術等による治療をします。一方、整骨院等で施術を行う柔道整復師は、医師ではないのでこうした治
療行為が認められておらず、健康保険が適用される施術は限定されています。打撲、ねんざ、挫傷（肉
離れなど）、骨折、脱臼以外で施術を受けた場合は全額自己負担となります。

健康保険が使えるのはこれだけ こんなケースは全額自己負担になります
（健康保険は使えません）外傷性が明らかな以下のケガ

　打撲
　ねんざ
　挫傷（肉離れなど）
　骨折※

　脱臼※

　日常生活からくる肩こり、筋肉疲労
　神経痛・リウマチ・五十肩
　などからくる　痛み・こり
　過去の交通事故等による後遺症
　症状の改善が見られない長期の施術
　病院などで治療中の負傷※応急手当をする場合をのぞき、

　あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。 ※仕事中や通勤途上に起きた負傷は、健康保険ではなく、
　労災保険が適用されます。

●整骨院等では施術後、「療養費支給申請書」が渡されますので、負傷名・日付・金額等を確認してから
署名しましょう。くれぐれも白紙の申請書には署名をしないように。

●領収書は必ず受け取り、大切に保管してください。

●健康保険が使えないケースにもかかわらず、柔道整復師から健康保険が使えると説明されて施術を受
けた場合は、後日、健康保険分の費用を請求されることがあります。

整骨院等で施術を受けたときは…

　整骨院等に長期間通っても症状が改善されないときは、医療機関を受診して詳しい検査を受けることも大切
です。ケガだと思いこんで通っていたのに痛みがとれず、整形外科で検査を受けたら内臓疾患が原因であるこ
とが発覚したケースも報告されています。

いつまでも症状が改善しないときは整形外科などの専門医を受診しましょう

答えは×です。 整骨院・接骨院で健康保険が使える施術は限られているから。


